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事　 業　 報　 告

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

１．当社グループ（企業集団）の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、個人消費の回復については遅れ

が見られたものの、企業収益や雇用・所得環境は堅調に推移いたしました。

しかしながら、新興国経済の減速、英国のEU離脱問題や新体制となった米

国の政策等、先行きについては依然として不透明な状況で推移しておりま

す。

食品流通業界におきましては、人手不足による物流コストの上昇や、原

材料価格の上昇による商品の値上げが進行するなか、消費者の節約志向は

継続し、足踏み状態が続きました。

水産物卸売市場業界におきましては、海外での需要増加により仕入価格

が高止まりし、水産資源の減少や魚の回遊水域の変化による漁獲量の減少、

さらに市場外流通との競合とも相俟って取扱数量の減少が続くという厳し

い事業環境で推移いたしました。

昨年（平成28年）11月に予定されていた東京都中央卸売市場築地市場の

豊洲市場への移転につきましては、安全性や多額の整備費の見極め等が必

要との判断で当面延期される事態となりました。

このような状況のなかで当社グループは、消費者ニーズと消費形態の変

化を見極め、仕入先との協働、営業の強化や販売先への協力、グループ会

社間の連携、収益率を重視した効率的な集荷・販売に注力することにより、

経営基盤の強化を図ってまいりました。

また、消費者の食の安全安心への関心が一層高まるなかで、取引先の要

望も多様化してきており、これに応えるべく集荷・販売への機動性確保と、

消費者の皆様の豊かで魅力的な食生活の創出を第一義に考えた商品提供に

取り組んでまいりました。

当連結会計年度における部門別の売上概況は次のとおりであります。

－ 1 －

当事業年度の事業の状況
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当社グループの主要部門である卸売事業の全体的概況として、鮮魚はア

ジ・イワシが量販店への販売強化による取扱数量の伸長により、また、エ

ビ・カニ・ウニは取扱数量の減少はあったものの単価高により、それぞれ

前年取扱金額をクリアしました。イカは記録的な不漁による数量減により、

カレイは数量増はあったものの単価安により、それぞれ減収となりました。

主力商品の鮪は国内近海物は不漁による入荷減で売上を減らしましたが、

それを養殖物やオーストラリア・ニュージーランド等海外からの集荷によ

りカバーし、鮪全体としては前年取扱金額を上回る結果となりました。ハ

マチ等養殖魚は取扱数量は減少いたしましたが単価が強含んだために売上

増となり、他の鮮魚類におきましては天候不順による水揚量の減少により

総じて取扱数量を減らし、前年取扱金額を下回る結果となりました。

冷凍魚は、海外諸国との価格競争等により相場は総じて強含みで推移し、

特に冷鮭鱒・冷カニ・冷ギンダラの価格は顕著にその影響を受けたために

数量を減らし売上減となりました。冷鮪は太平洋、インド洋等主要漁場で

の不漁により、また、冷イカも全国的な不漁により数量・金額とも前年を

下回る結果となりました。冷エビは輸出用商材の積極的な販売により前年

取扱金額をクリアしました。

塩干加工品は、シラス・煮干製品等が台風、海水温の上昇の影響等で不

漁が続いたために数量減となり売上を減らしましたが、塩鮭・イクラは海

外取引先との積極的な取り組みもあり前年取扱金額をクリアしました。ま

た、干物類は原料不足による単価高の影響で数量を減らしたため売上減と

なり、ウナギ製品は稚魚であるシラスウナギの不漁により数量を減らしま

したが取扱金額は前年並みを確保しました。煉製品等加工食品は、販売促

進部門との連携強化に努めてまいりましたが、仕入価格の上昇圧力は依然

として強く、売上減となりました。

以上の結果、水産物卸売部門の当連結会計年度の取扱数量106,205屯、取

扱金額108,934百万円と前期に比べ、数量で7.1％、金額で4.5％の減少とな

りました。

冷蔵倉庫及びその関連事業部門におきましては、在外子会社のAERO 

TRADING社（カナダ・バンクーバー市）が好調を持続し、同部門の売上高は

9,676百万円と前期に比べ0.6％の増加となりました。

不動産賃貸部門におきましては、賃料は概ね前年並みの水準で推移した

ものの、一部管理物件での稼働率低下があり、同部門の売上高は621百万円

－ 2 －
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と前期に比べ4.3％の減少となりました。

この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は119,232百万

円と前期に比べ4.1％の減少となり、経常利益は1,516百万円と前期に比べ

5.3％の減少となりました。特別利益に東京電力㈱福島原子力発電所の事

故に伴う受取損害賠償金52百万円を計上しました結果、親会社株主に帰属

する当期純利益は1,246百万円と前期に比べ1.0％の増加となりました。

また、当社の売上高につきましては、86,762百万円と前期に比べ3.8％減

少し、子会社からの受取配当金の増加等により、経常利益は1,066百万円と

前期に比べ71.5％の増加となりました。特別利益に東京電力㈱福島原子力

発電所の事故に伴う受取損害賠償金29百万円を計上しました結果、当期純

利益は1,069百万円と前期に比べ92.6％の増加となりました。

連結の部門別売上構成につきましては、次のとおりであります。

（単位　百万円）

部 門 売 上 高 構 成 比 前 期 比

水 産 物 卸 売 108,934 91.4％ 95.5％

冷 蔵 倉 庫 及 び
そ の 関 連 事 業

9,676 8.1％ 100.6％

不 動 産 賃 貸 621 0.5％ 95.7％

合 計 119,232 100.0％ 95.9％

②　設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資総額は、1,933百万円であり、主なものは株式

会社埼玉県魚市場の物流センター建築工事であります。

③　資金調達の状況

株式会社埼玉県魚市場は、平成28年７月21日に物流センター建築工事の

所要資金として長期借入金550百万円を金融機関から借り入れております。

その他の資金調達につきましては、経常的な資金調達のみで特に記載すべ

き事項はございません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はございません。

－ 3 －
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⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はございません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

該当事項はございません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

該当事項はございません。

－ 4 －

当事業年度の事業の状況
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①　当社グループ（連結）の財産及び損益の状況の推移

年　　度

区　　分

平成25年度

第66期

平成26年度

第67期

平成27年度

第68期

平成28年度
（当連結会計年度）

第69期

売 上 高(百万円） 125,416 126,423 124,360 119,232

経 常 利 益(百万円） 1,644 1,946 1,601 1,516

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

(百万円） 1,267 1,600 1,234 1,246

１株当たり当期純利益(円） 318.44 402.36 310.17 313.25

総 資 産(百万円） 25,790 27,585 25,628 26,150

純 資 産(百万円） 11,264 13,240 13,215 14,480

（注）平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。こ
れに伴い、１株当たり当期純利益につきましては、第66期の期首に当該株式併合が行われ
たと仮定して算定しております。

②　当社（単体）の財産及び損益の状況の推移

年　　度

区　　分

平成25年度

第66期

平成26年度

第67期

平成27年度

第68期

平成28年度
（当事業年度）

第69期

売 上 高(百万円） 89,727 89,975 90,165 86,762

経 常 利 益(百万円） 651 696 621 1,066

当 期 純 利 益(百万円） 637 681 554 1,069

１株当たり当期純利益(円） 160.25 171.32 139.50 268.74

総 資 産(百万円） 17,377 18,021 16,303 15,969

純 資 産(百万円） 5,767 6,487 6,706 7,801

（注）平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。こ
れに伴い、１株当たり当期純利益につきましては、第66期の期首に当該株式併合が行われ
たと仮定して算定しております。

－ 5 －
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(3) 重要な子会社の状況

重要な子会社の状況は、次のとおりであります。

名 称
資 本 金
（百万円）

主要な事業の内容
当　社　の
議決権比率

（％）

（連結子会社）

㈱ 埼 玉 県 魚 市 場 376
水産物卸売、冷蔵倉庫及びその
関連事業、不動産賃貸

100.0

千 葉 魚 類 ㈱ 75 水産物卸売 100.0

川 越 水 産 市 場 ㈱ 50 水産物卸売 100.0

釧 路 東 水 冷 凍 ㈱ 30 冷蔵倉庫及びその関連事業
（水産物の製造加工冷蔵倉庫業）

100.0

AERO TRADING CO.,LTD.
（千Ｃ＄）

12
冷蔵倉庫及びその関連事業
（水産物の製造加工）

100.0

SUNNY VIEW ENTERPRISE LTD.
（千Ｃ＄）

2,400
不動産賃貸

100.0
(50.0)

豊海東都水産冷蔵㈱ 50 冷蔵倉庫及びその関連事業 100.0

東 水 フ ー ズ ㈱ 45 冷蔵倉庫及びその関連事業
（水産物の製造加工冷蔵倉庫業）

100.0

（注）１．当社の議決権比率の（　）内は、間接所有割合を内数で表示しております。

２．当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

－ 6 －

重要な子会社の状況
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(4) 対処すべき課題

水産物卸売市場業界におきましては、人口の減少、消費形態の変化等によ

り魚食が減少する状況にあり、また、鮪やウナギに代表される水産資源の減

少や市場外流通との競争の激化、さらに、海外の魚食普及による調達コスト

の上昇から、取扱数量が伸び悩む傾向が恒常化し、引き続き厳しい事業環境

で推移するものと思われます。

延期されている築地市場の豊洲市場への移転につきましては、豊洲市場の

安全安心が問題視される事態となり、その早期の問題解決が望まれるところ

でありますが、移転が実施された場合、新市場では物流の多様なニーズへの

対応や適切な温度管理が図られる一方、商流の変化により事業環境が大きく

変わることが予想されております。また、経費面において、開設者へ支払う

市場使用料の増加や市場内物流の変化等で、高コスト型の市場に変わること

も想定されております。

このような状況のなか当社グループにおきましては、強靭な収益構造と強

固な財務体質の確立のため、主力事業である水産物卸売事業についての持続

的成長を経営の 優先課題と認識して取り組んでまいります。そのために新

規取引先の開拓や、消費者の皆様の目線に立った集荷・販売、収益率を重視

した取引に注力するため、当社営業部門の副本部長を２人体制にしてそれら

施策の源泉である仕入・在庫・販売の管理についてさらなる強化を図ってゆ

くとともに、長年の業歴で培った、浜・荷主・買受人などとのネットワーク

や目利きの力などを活かしつつ、それらを定量的に評価・フォローアップす

るシステム作りに取り組んでまいります。

また、選択と集中による経営・人的資源の再配分を実施し、新規の海外事

業や加工事業再編などにつきましては、それらをグループ横断的に推し進め

るため、本年４月に事業開発統括本部を設置したところであります。

以上の取り組みと並行してリスク管理体制の強化についても、コンプライ

アンス経営を核とした内部統制システムとともに検証し、さらなる改善を目

指してまいります。

当社グループは生鮮食料品の安定供給を担う卸売業者としての公共的使命

を自覚し、経営の透明性に意を用い常に信頼される企業グループを指標し、

業績の向上と経営基盤の強化に努める所存でございます。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜ります

ようお願い申し上げます。

－ 7 －
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なお、中期経営計画につきましては、築地市場から豊洲市場への移転とい

う重大な経営環境の変化を控え、移転による事業への影響の定量化が難しい

ことからその策定に着手しておりませんでした。しかしながら、豊洲市場へ

の移転が延期となり、新たな移転時期が未定の状況ながらも、株主様をはじ

めとするステークホルダーの皆様に当社グループの目指すところを示すこと

が必要であるとの認識にいたり、現在その策定に取りかかっているところで

あります。公表時期は、現時点では未定ですが、進捗に応じて、当社ホーム

ページ上で公表することを検討しております。

(5) 主要な事業内容（平成29年３月31日現在）

各種水産物及び加工品の卸売業並びに冷蔵倉庫業

(6) 主要な営業所及び工場（平成29年３月31日現在）

①　当社

東 都 水 産 株 式 会 社
本 社 東京都中央区築地５－２－１

工 場 同上

②　子会社（８社）

株 式 会 社 埼 玉 県 魚 市 場 本 社 埼玉県さいたま市北区

千 葉 魚 類 株 式 会 社 本 社 千葉県千葉市美浜区

川 越 水 産 市 場 株 式 会 社 本 社 埼玉県川越市

釧 路 東 水 冷 凍 株 式 会 社 本 社 北海道釧路市

A E R O  T R A D I N G  C O . , L T D . 本 社 カナダ・バンクーバー市

SUNNY VIEW ENTERPRISE LTD. 本 社 カナダ・バンクーバー市

豊 海 東 都 水 産 冷 蔵 株 式 会 社 本 社 東京都中央区

東 水 フ ー ズ 株 式 会 社 本 社 千葉県船橋市

－ 8 －
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(7) 使用人の状況（平成29年３月31日現在）

①　当社グループの使用人の状況

部 門 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

水 産 物 卸 売 260（ 29） △12（ △7）

冷蔵倉庫及びその関連事業 104（ 91） △1（ △3）

不 動 産 賃 貸 6（ －） 4（ △3）

合 計 370（120）名 △9（△13）名

（注）使用人数は就業員数であり、パートは（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま

す。△は減員を示しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

184（12）名 △6（△7）名 45.2歳 20.9年

（注）使用人数は就業員数であり、パートは（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま

す。△は減員を示しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成29年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

日 本 政 策 金 融 公 庫 573 百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 529

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 500

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 425

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 370

(9) その他当社グループの現況に関する重要な事項

特記すべき事項はございません。

－ 9 －

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他当社グループの現況に関する重要な事項
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成29年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 12,800千株

②　発行済株式の総数 4,026千株

③　株主数 3,502名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）

株 式 会 社 三 陽 462 11.48

松 岡 冷 蔵 株 式 会 社 317 7.87

株 式 会 社 ヨ ン キ ュ ウ 244 6.08

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託　みずほ銀行口
再信託受託者　資産管理サービス信託銀行株式会社

196 4.88

マ ル ハ ニ チ ロ 株 式 会 社 163 4.06

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 107 2.66

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 96 2.40

D F A  I N T L  S M A L L  C A P  V A L U E  P O R T F O L I O 78 1.93

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 74 1.85

日 新 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社 66 1.64

（注）持株比率は自己株式（1,305株）を控除し、小数点第３位以下を切り捨てて表示しており

ます。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はございません。

(3) その他株式に関する重要な事項

平成28年10月１日付で単元株式数を1,000株から100株とする変更を行って

おります。また、同日付で当社普通株式10株を１株とする株式併合を行って

おり、これに伴い、発行可能株式総数は128,000,000株から12,800,000株に、

発行済株式総数は40,260,000株から4,026,000株にそれぞれ減少しておりま

す。

－ 10 －
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(4) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成29年３月31日現在）

会社における地位、担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役
社 長

関 本 吉 成

代 表 取 締 役
副 社 長

（事業本部長、電算部・東京冷凍工場担任） 西 成 田 　 　 　 仁

専 務 取 締 役（営業本部長、業務部担任） 小 野 耕 司

取 締 役（営業副本部長、海外開発室担当） 赤 星 博 之

取 締 役（総務部門担当、経理部・計算部担当） 江 原 　 恒

社 外 取 締 役 弁護士 松 澤 宣 泰

社 外 取 締 役 門 田 憲 一

常 勤 監 査 役 政 　 本 　 冨 士 男

常 勤 監 査 役 吉 田 　 

社 外 監 査 役 公認会計士 小 竹 　 誠

社 外 監 査 役
弁護士、株式会社コーセー社外取締役、
日本農薬株式会社社外取締役

戸 井 川 　 岩 　 夫

（注）１．取締役松澤宣泰氏及び門田憲一氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり

ます。また、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に

届け出ております。

２．監査役小竹誠氏及び戸井川岩夫氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり

ます。また、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に

届け出ております。

３．監査役小竹誠氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度

の知見を有しております。

４．監査役戸井川岩夫氏は、弁護士として会社法に精通し、企業経営を統治する十分な見

識を有しております。

５．代表取締役副社長西成田仁氏は、当事業年度末日後の平成29年５月９日付で辞任によ

り退任しております。

－ 11 －

会社役員の状況
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②　取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う　 ち　 社　 外　 取　 締　 役）

7名
（2）

101百万円
（10）

監 査 役
（う　 ち　 社　 外　 監　 査　 役）

4
（2）

19
（5）

合 計 11 120

（注）１．使用人兼務取締役の使用人分給与は支給しておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成５年６月29日開催の第45回定時株主総会において月額21

百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成６年６月29日開催の第46回定時株主総会において月額450

万円以内と決議いただいております。

③　社外役員等に関する事項

イ．他の法人等における業務執行取締役、社外役員等の兼職状況及び当社

と当該他の法人等との関係

監査役戸井川岩夫氏は、株式会社コーセー及び日本農薬株式会社の

社外取締役に就任しておりますが、当社と上記会社とは取引等一切の

関係はございません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

氏 名 主 な 活 動 状 況

社外取締役

松 澤 宣 泰

　21回開催の取締役会すべてに出席し（出席率100％）、必要に応じ、
法律家としての専門知識、幅広い見識から、経営全般に対する助言、
意見を述べています。

社外取締役

門 田 憲 一

　21回開催の取締役会のうち20回に出席し（出席95％）、必要に応
じ、企業経営に関する高度な専門知識、幅広い見識から、経営全般に
対する助言、意見を述べています。

社外監査役

小 竹 　 誠

　21回開催の取締役会すべて（出席率100％）、８回開催の監査役会
すべてに出席し（出席率100％）、必要に応じ、公認会計士としての
専門知識、幅広い見識から、経営全般に対する助言、意見を述べてい
ます。

社外監査役

戸井川　岩　夫

　21回開催の取締役会のうち18回に出席（出席率86％）、８回開催の
監査役会のすべてに出席し（出席率100％）、必要に応じ、法律家と
しての専門知識、幅広い見識から、経営全般に対する助言、意見を述
べています。

－ 12 －
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④　責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び監査役全員は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としており

ます。

(5) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　新日本有限責任監査法人

②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 32百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その
他の財産上の利益の合計額

32百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんの

で、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」

を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果、会

計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

③　非監査業務の内容

該当事項はございません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再

任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される

株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたしま

す。

－ 13 －
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⑤　責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第１項の規

定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して

おります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額とし

ております。

⑥　会計監査人が過去２年間に受けた業務停止処分

金融庁が平成27年12月22日付で発表した懲戒処分等の内容の概要

イ．処分対象　新日本有限責任監査法人

ロ．処分内容　・平成28年１月１日から同年３月31日までの３か月間の

契約の新規の締結に関する業務の停止

・業務改善命令（業務管理体制の改善）

ハ．処分理由　・株式会社東芝の平成22年３月期、平成24年３月期及び

平成25年３月期における財務書類の監査において、上

記監査法人の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大

な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして

証明したこと。

・同監査法人の運営が著しく不当と認められたこと。

(6) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

・業務の適正を確保するための体制の決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制

取締役は職務の執行において取締役会における決定事項に基づき、各々

の業務分担に応じて適正な職務執行を行い、その状況を取締役会に報告す

る。万一、コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内

容及び対処案が直ちにコンプライアンス担当役員を通じてトップマネジメ

ント、取締役会、監査役に報告される体制を構築する。

また、コンプライアンスマニュアルにおいて反社会的勢力排除を明記し、

反社会的勢力とは一切関係を持たず、反社会的勢力から不当な要求を受け

た場合には毅然とした態度で対応することとし、反社会的勢力との関係は

断固排除する。

－ 14 －
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②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の重要な意思決定及び報告に関しては、法令に定めがあるものの

他、文書の作成、保存及び廃棄に関する文書管理規程を策定して適切に保

存・管理し、取締役、監査役及び会計監査人が何時でも閲覧できる状態を

確保する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理規程を定め、多様化する損失リスクの評価と対応方法の設定

を行い、これらをすべて文書化し、総務部企画課において当社グループ全

体のリスクを網羅的・総括的に管理する。内部監査室はグループ各部門毎

のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告し、こ

れを受けた取締役会でその改善策を審議・決定することにより実効性のあ

る損失リスク管理体制を構築する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

「各年度計画」の四半期及び月別の予算管理を実施することにより、業

務遂行の進捗状況を把握し、経営資源の 適活用を図る体制を確保する。

⑤　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制

使用人の法令・定款遵守を徹底するため、コンプライアンス委員会を設

置してコンプライアンス規程及びコンプライアンスマニュアルを策定する

とともに、使用人に対して適切な研修体制を整え、各部署にコンプライア

ンス責任者等の必要な人員配置を行い、コンプライアンスマニュアルの実

施状況を管理・監視する。また、内部通報制度等を整備して法令・定款違

反等がトップマネジメント、取締役会、監査役に報告される体制を構築し、

社内での自浄作用を機能させて不祥事の未然防止を図る。

⑥　会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制

内部監査室は四半期毎に子会社及び関連会社（以下、子会社等と言う。）

に関するリスク情報の有無を監査し、子会社等に損失のリスクが発生しこ

れを把握した場合には、直ちに発見されたリスクの内容、発生する損失の

程度及び当社に対する影響について、当社の取締役会及び担当部署に報告

－ 15 －
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される体制を構築する。また、当社と子会社等との間における不適切な取

引または会計処理を防止するため、総務部企画課は子会社等の経営企画関

連部署またはこれに相当する部署と十分な情報交換を行うなど密接に連携

を図る。

⑦　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

監査役の職務遂行を補助すべき部署として、総務部企画課スタッフが兼

務するものとする。

⑧　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務遂行を補助する総務部企画課スタッフは、その補助業務に

関して取締役の指揮命令を受けないものとし、人事、処遇関係については

監査役との事前協議を前提とする。

⑨　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への

報告に関する体制

取締役及び使用人は以下の報告を監査役に対して行う。

イ．会社に重大な損失を与える恐れのある事実を発見した場合は、直ちに

報告する。

ロ．役職員による違法または不正な行為を発見した場合は報告を行う。

ハ．定期的または監査役の指示により、子会社等を含む業務の執行状況を

報告する。

ニ．リスク管理統括責任者は、定期的または監査役の指示により担当する

部門のリスク管理体制について報告する。

⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．監査役監査に対し、内部監査部門、取締役、使用人は協力する。

ロ．監査役は、代表取締役との定期的な会合をもち、意見交換を行い効果

的な監査業務の遂行を図る。

ハ．監査役は、定期的または必要に応じて会計監査人と意見交換を行い､ 

適正な業務の遂行に努める。

－ 16 －
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ニ．監査役は必要に応じて外部専門家の意見を聞き、適正な監査の維持に

努める。

・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりで

あります。

①　法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．当事業年度は21回の取締役会を開催し、経営方針及び経営戦略に係る

重要事項につき審議・決定並びに各取締役の業務執行状況の監督を行い

ました。

ロ．当社及び子会社等の取締役、監査役及び執行役員に対して 新の食品

安全規格に関する動向並びに食品偽装を中心としたコンプライアンスに

ついての研修を実施いたしました。

ハ．社内イントラネットにおいて、コンプライアンス規程及びコンプライ

アンスマニュアルを周知するとともに、当社及び子会社等の主要管理職

に対してコンプライアンス研修を実施し、研修内容について当該管理職

より所属部署全体への周知が行われました。

ニ．社内イントラネットにおいて、内部通報窓口とともに内部通報者の不

利益取扱いの禁止を含む内部通報制度の利用ルールを周知しております。

②　効率的な職務執行を確保するための体制

イ．各子会社及び当社各部門毎の「年度計画」の四半期及び月別の予算管

理を実施することにより、業務遂行の進捗状況を把握し、経営資源の

適活用を図りました。

ロ．執行役員制度を導入し、経営層における役割・責任の明確化と機動的

な経営の推進を行っております。

③　企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ．事業環境の変化を踏まえ、グループ全体での価値観の共有・継承を図

って将来に渡る発展につなげるため、前事業年度に見直しを行った経営

理念について社内イントラネットにおいて周知しております。

ロ．当社の取締役は子会社等の役員を兼務し、各子会社の取締役等の職務

の執行が適正・効率的に行われていることを監督しております。

－ 17 －
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ハ．月１回グループ経営会議を開催し、各子会社から業務執行・経営戦略

に関する報告を受けております。

ニ．内部監査室は、コンプライアンスのほか、業務の有効性や効率性、情

報セキュリティ等につき、各子会社及び当社各部門を監査し、監査結果

を取締役会のほかグループ監査役会にも報告のうえ、必要に応じて改善

提言を行いました。

④　監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．監査役は、ほぼ全ての取締役会に出席するとともに、月１回のグルー

プ経営会議に出席し、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びに

運用状況を確認いたしました。

ロ．監査役は、会計監査人から法令に基づく事業年度の監査結果について

の定期報告を受けたほか、適宜、会計監査人から監査状況を聴取いたし

ました。

ハ．四半期毎に、グループ監査役会を開催し、国内子会社の監査役と情報

交換を行い、情報の共有化を図りました。また、子会社の往査の際には、

個別に子会社監査役と情報交換を行いました。

(7) 会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関す

る基本方針につきましては、特に定めてはおりません。

－ 18 －
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成29年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

借 地 権

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

破 産 更 生 債 権 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

15,582

6,800

6,562

2,371

18

262

119

216

△769

10,568

6,856

1,634

714

3,548

911

47

1,220

184

1,035

2,490

1,932

109

392

415

△359

流 動 負 債 6,515

支払手形及び買掛金 2,592

短 期 借 入 金 2,894

未 払 法 人 税 等 129

賞 与 引 当 金 79

そ の 他 818

固 定 負 債 5,154

長 期 借 入 金 1,715

繰 延 税 金 負 債 396

長 期 預 り 保 証 金 969

再評価に係る繰延税金負債 298

退職給付に係る負債 1,687

株 式 給 付 引 当 金 15

資 産 除 去 債 務 46

そ の 他 23

負 債 合 計 11,669

純 資 産 の 部

株 主 資 本 13,981

資 本 金 2,376

資 本 剰 余 金 1,048

利 益 剰 余 金 10,653

自 己 株 式 △96

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 498

その他有価証券評価差額金 553

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 0

土 地 再 評 価 差 額 金 360

為 替 換 算 調 整 勘 定 △337

退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 △78

純 資 産 合 計 14,480

資 産 合 計 26,150 負債及び純資産合計 26,150

－ 19 －
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連 結 損 益 計 算 書

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 119,232

売 上 原 価 112,166

売 上 総 利 益 7,065

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,720

営 業 利 益 1,345

営 業 外 収 益 233

受 取 利 息 49

受 取 配 当 金 46

固 定 資 産 売 却 益 31

為 替 差 益 27

そ の 他 78

営 業 外 費 用 62

支 払 利 息 30

固 定 資 産 除 却 損 29

そ の 他 2

経 常 利 益 1,516

特 別 利 益 52

受 取 損 害 賠 償 金 52

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,568

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 394

法 人 税 等 調 整 額 △72 322

当 期 純 利 益 1,246

親会社株主に帰属する当期純利益 1,246

－ 20 －
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連結株主資本等変動計算書

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

（単位：百万円）

項 目
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 2,376 1,048 9,648 △95 12,978

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △241 △241

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,246 1,246

自 己 株 式 の 取 得 △1 △1

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － 1,004 △1 1,003

当 期 末 残 高 2,376 1,048 10,653 △96 13,981

項 目

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 為替換算調整勘定
退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利
益 累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 258 0 360 △222 △159 237 13,215

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △241

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,246

自 己 株 式 の 取 得 △1

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

295 0 － △115 81 261 261

当 期 変 動 額 合 計 295 0 － △115 81 261 1,264

当 期 末 残 高 553 0 360 △337 △78 498 14,480

－ 21 －
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

連結子会社の数　　　　　　　８社

連結子会社の名称　　　　　　㈱埼玉県魚市場、千葉魚類㈱、川越水産市場㈱、釧路東

水冷凍㈱、AERO TRADING CO.,LTD.、SUNNY VIEW 

ENTERPRISE LTD.、豊海東都水産冷蔵㈱、東水フーズ㈱

②　非連結子会社の状況

会社の名称　　　　　　　　　辰巳産業㈱、㈲埼水、東都小揚㈱

連結の範囲から除いた理由　　非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、い

ずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため

連結の範囲から除外している。

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法適用会社　　　　　　　なし

②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

非連結子会社　　　　　　　　辰巳産業㈱、㈲埼水、東都小揚㈱

関連会社　　　　　　　　　　埼玉魚市場氷販㈲

持分法を適用しない理由　　　各社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、連結計算書類に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持

分法の適用範囲から除外している。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、AERO TRADING CO.,LTD.、SUNNY VIEW ENTERPRISE LTD.の決算日は12月

31日である。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っている。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は総平均法により算定）

時価のないもの　　　　　　総平均法による原価法

ロ．デリバティブ　　　　　　　時価法

－ 22 －
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ハ．たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産　　　　　　　　主に個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産　　　　　　　　定率法

なお、当社の賃貸住宅・賃貸冷蔵庫・社宅の一部、当社

及び国内連結子会社の平成10年４月１日以降取得の建物

（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降取

得した建物附属設備及び構築物については定額法

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上している。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　当社及び国内連結子会社は従業員に支給する賞与に充て

るため、支給見込額に基づき計上している。

ハ．株式給付引当金　　　　　　当社の従業員に対する将来の当社株式の給付に充てるた

め、株式給付規程に基づき、従業員に割り当てられたポ

イントに応じた株式の給付見込額に基づき計上している。

④　退職給付に係る負債の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末にお

ける見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を

控除した額を計上している。

過去勤務費用については、その発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による定額

法により費用処理することとしている。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとしている。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用につい

ては、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の

包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上して

いる。

－ 23 －
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⑤　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

なお、在外子会社の資産及び負債、収益及び費用は、在

外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含め

ている。

⑥　消費税等の会計処理　　　　　税抜方式によっている。

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上

の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法

に変更している。

　なお、これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への

影響は軽微である。

（会計上の見積りの変更）

　当社の子会社であるAERO TRADING CO.,LTD.が保有する無形固定資産に計上している漁業

権の減価償却方法については、従来、耐用年数５年の定額法を採用していたが、当連結会計

年度より非償却に変更している。

　カナダにおける漁業権は、Department of Fisheries and Oceans（カナダ漁業海洋省、以

下、DFOという。）により認められた期限の定めのない権利であるが、従来、漁業権を所有し

ていなくても原魚の仕入が困難ではなかったため、積極的に漁業権を取得する必要性がなく、

また、市場価格が長期間維持される客観的な状況も確認できていなかったこと等から、５年

間で償却することとしていた。

　しかしながら、近年、水産資源の規制に伴い、漁業権のリースにより出荷者とのリレーシ

ョンを強化する必要性から、漁業権のビジネス上の重要性がより高まり、原魚の安定的な仕

入を確保するために、当連結会計年度に開催された同社取締役会において、漁業権を積極的

に取得する方針を決議した。また、連結計算書類における重要性も高まっていることから、

漁業権の現在までの使用実績、市場価格の状況及び今後の漁業権の取得計画について検討し

た結果、長期間漁業権を使用してきた実績が確認され、また当連結会計年度において、取得

した全種類の漁業権の取得価額を当該市場価格が超えている状況となり、カナダにおける漁

業環境やDFOの規制方針等から、中長期的には漁業権の価値が下落するリスクが低く、市場価

格が今後も継続すると判断されたことにより、非償却としたものである。

　これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞ

れ161百万円増加している。

－ 24 －
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（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28

年３月28日）を当連結会計年度から適用している。

２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

投資有価証券 278百万円

建物及び構築物 57

機械装置及び運搬具 6

土地 492

計 834

担保に係る債務

短期借入金 995百万円

長期借入金（１年以内返済分を含む） 966

計 1,961

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 10,320百万円

(3) 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価

に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日公布法律第24号）に基づき事業用

土地の再評価を行い、再評価差額のうち税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として

負債の部に計上し、再評価差額から税金相当額を控除した額を「土地再評価差額金」として

純資産の部に計上している。

①　再評価を行った日　　　　　　平成14年３月31日

②　再評価の方法　　　　　　　　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第４号に定める当該事業用土

地について「地価税法第16条に規定する地価税の課税価

格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税

庁長官が定めて公表した方法により算定した価額」に合

理的な調整を行って算定している。

③　再評価を行った土地の期末

    における時価と再評価後の

    帳簿価額との差額

　　　上記差額のうち賃貸等不

      動産にかかるもの

125百万円

167百万円

　(4) 圧縮記帳額

　国庫補助金等の受入れにより、取得価額から控除している固定資産の圧縮記帳額は、300百

万円である。

－ 25 －
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３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当 期 首
株 式 数 （ 千 株 ）

当 期
増加株式数(千株)

当 期
減少株式数(千株)

当 期 末
株 式 数（千 株）

発 行 済 株 式

普通株式（注3） 40,260 － 36,234 4,026

合 計 40,260 － 36,234 4,026

自 己 株 式

普 通 株 式
（注1.2.3）

475 3 430 48

合 計 475 3 430 48

（注）１.自己株式の当期末の株式数には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託（Ｊ－

ＥＳＯＰ）」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）

が所有する当社株式47千株が含まれている。

２.普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものである。

３.平成28年６月28日開催の第68回定時株主総会の決議により、平成28年10月１日付で普通

株式10株につき１株の割合で株式併合及び単元株式数を1,000株から100株に変更を行

っている。これにより発行済株式数が36,234千株、自己株式が430千株それぞれ減少し

ている。

(2) 配当に関する事項

イ．配当金の支払

決 議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基 準 日 効力発生日

平成28年６月28日
定時株主総会

普通株式 241 6 平成28年３月31日 平成28年６月29日

（注）配当金の総額には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」制

度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株

式に対する配当金2百万円が含まれている。

ロ．基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と

なるもの

決 議 予 定 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１ 株 当 た り
配当額（円）

基 準 日 効 力 発 生 日

平成29年６月28日
定時株主総会

普通株式 241 利益剰余金 60 平成29年３月31日 平成29年６月29日

（注）１.配当金の総額には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」

制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する

－ 26 －
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当社株式に対する配当金2百万円が含まれている。

２.平成28年６月28日開催の第68回定時株主総会の決議により、平成28年10月１日付で普通

株式10株につき１株の割合で株式併合及び単元株式数を1,000株から100株に変更を行

っている。

４．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達につい

ては銀行借入により行う方針としている。デリバティブは、金利変動リスク及び為替変動

リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わないこととしている。

②金融商品の内容及びそのリスク管理体制

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、当該リスク

に関しては、当社グループ各社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管

理を行うとともに、取引先の信用状況を適宜把握し、財務状況等の悪化等による回収懸念

の早期把握や軽減を図っている。

　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されているが、主に業務上の関

係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握

している。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが短期の支払期日である。一部外

貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されているが、先物為替予約を利用して

ヘッジしている。

　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は金利上

昇リスクを回避するための運転資金並びに設備投資に係る資金調達である。

　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ

を目的とした先物為替予約取引である。デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限及び取引限度額等を定めた管理規程に従い、担当部署が決裁担当者の承認を得て行っ

ている。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成29年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれて

いない。

連結貸借対照表計上額(*1)

(百万円)

時価(*1)

(百万円)

差額

(百万円)

(1)現金及び預金 6,800 6,800 －

(2)受取手形及び売掛金 6,562

        貸倒引当金(*2) △769

5,792 5,792 －

(3)投資有価証券 1,751 1,751 －

(4)破産更生債権等 392

　　　　貸倒引当金(*3) △359

33 33 －

(5)支払手形及び買掛金 (2,592) (2,592) －

(6)短期借入金 (1,980) (1,980) －

(7)長期借入金 (2,630) (2,637) △7

(8)デリバティブ取引(*4) 18 18 －

　(*1)負債で計上されているものについては、( )で示している。

　(*2)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除している。

　(*3)破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除している。

　(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示している。

(注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1)現金及び預金

　預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっている。

(2)受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から貸倒

引当金を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としている。

(3)投資有価証券

　これらの時価について、株式等は取引所の価格によっている。

(4)破産更生債権等

  破産更生債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を

算定しているため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控

除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としている。
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(5)支払手形及び買掛金、並びに(6)短期借入金

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっている。

(7)長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いて算定する方法によっている。

(8)デリバティブ取引

　先物為替予約取引についての時価は、取引先の金融機関から提示された価格等に基づき

算定している。

(注2）非上場株式（連結貸借対照表計上額180百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシ

ュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められる

ため、「(3)投資有価証券」には含めていない。

５．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の子会社では、東京都や埼玉県を中心に、賃貸オフィスビルや水産物卸売市

場、賃貸駐車場等を有している。

(2) 賃貸不動産の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額（百万円） 　時価（百万円）

2,593 4,572

(注1）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した

金額である。

(注2）当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指

標等を用いて調整を行ったものを含む。）である。
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６．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 3,640円44銭

(2) １株当たり当期純利益 313円25銭
 

（注）１.平成28年６月28日開催の第68回定時株主総会の決議により、平成28年10月１日付で

普通株式10株につき１株の割合で株式併合及び単元株式数を1,000株から100株に

変更を行っている。当連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して

１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益を算定している。

２.１株当たり純資産額の算定に用いられた当連結会計年度末の普通株式の数及び１

株当たり当期純利益の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数については、

従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」制度の信託財産

として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有している当社株式

を控除対象の自己株式に含めて算定している（当連結会計年度末47千株）。

７．その他の注記

当社は、平成27年３月16日開催の取締役会決議に基づき、当社の株価や業績と従業員の処

遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向

上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンテ

ィブ・プラン「株式給付信託（Ｊ-ＥＳＯＰ）｣（以下「本制度」という。）を導入した。

本制度は、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みで、個人

の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与

ポイントに相当する当社株式を給付する。従業員に対し給付する株式については、予め信託

設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理を行う。

本制度の導入に伴い、当社が保有する自己株式のうち47千株（94百万円）を第三者割当に

より資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）へ信託財産として一括して処分してい

る。

本制度に関する会計処理については、総額法を適用しており、専用信託口が保有する当社

株式は純資産の部に自己株式として表示している。なお、当連結会計年度末に総額法の適用

により計上されている自己株式の帳簿価額は94百万円（47千株）である。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

平成29年５月９日

東 都 水 産 株 式 会 社
取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 野 隆 良 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小宮山　高　路 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、東都水産株式会社の

平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書

類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算

書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が

国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき

監査を実施することを求めている。

－ 31 －

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書



2017/05/25 15:04:26 / 16267599_東都水産株式会社_招集通知

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又

は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択

及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に

関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針

及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、東都水産株式会社及び連結子会社か

らなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべ

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告書

連結計算書類に係る監査報告書

　当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第69期事業

年度に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本

等変動計算書及び連結注記表）に関して、各監査役が作成した監査報告書に

基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。

　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、連結

計算書類について取締役及び使用人等から報告を受け、必要に応じて説明

を求めました。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監

査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま

た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための

体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管

理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨

の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当

該事業年度に係る連結計算書類について検討いたしました。

２．監査の結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

平成2 9年 5月 1 7日

東 都 水 産 株 式 会 社　監査役会

常勤監査役 政  本　冨士男 
常勤監査役 吉 田 　  
社外監査役 小 竹 　 誠 
社外監査役 戸井川　岩　夫 

－ 33 －

連結計算書類に係る監査役会の監査報告書
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貸　借　対　照　表
（平成29年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

前 渡 金

前 払 費 用

関係会社短期貸付金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

機 械 及 び 装 置

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

破 産 更 生 債 権 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

投 資 損 失 引 当 金

11,097

2,795

4,874

1,697

17

4

2,025

84

30

△433

4,871

3,049

772

145

15

1,882

5

227

0

192

178

4

8

1,629

1,671

1,140

62

93

130

△90

△1,378

流 動 負 債 5,022
受 託 販 売 未 払 金 246
買 掛 金 1,397
短 期 借 入 金 2,569
関係会社短期借入金 280
未 払 金 67
未 払 費 用 242
未 払 法 人 税 等 45
未 払 消 費 税 等 22
預 り 金 99
前 受 収 益 0
リ ー ス 債 務 1
賞 与 引 当 金 50

固 定 負 債 3,144
長 期 借 入 金 1,237
繰 延 税 金 負 債 308
再評価に係る繰延税金負債 298
退 職 給 付 引 当 金 720
株 式 給 付 引 当 金 15
リ ー ス 債 務 3
資 産 除 去 債 務 15
そ の 他 545
負 債 合 計 8,167

純 資 産 の 部
株 主 資 本 6,965
資 本 金 2,376
資 本 剰 余 金 991
資 本 準 備 金 953
そ の 他 資 本 剰 余 金 38
利 益 剰 余 金 3,695
利 益 準 備 金 594
そ の 他 利 益 剰 余 金 3,101

固定資産圧縮積立金 95
別 途 積 立 金 1,853
繰 越 利 益 剰 余 金 1,152

自 己 株 式 △96
評 価 ・ 換 算 差 額 等 836
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 476
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 0
土 地 再 評 価 差 額 金 360

純 資 産 合 計 7,801
資 産 合 計 15,969 負債及び純資産合計 15,969

－ 34 －

貸借対照表
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損　益　計　算　書

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 86,762

売 上 原 価 82,803

売 上 総 利 益 3,958

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,680

営 業 利 益 278

営 業 外 収 益 874

受 取 利 息 及 び 配 当 金 849

そ の 他 24

営 業 外 費 用 86

支 払 利 息 30

そ の 他 55

経 常 利 益 1,066

特 別 利 益 29

受 取 損 害 賠 償 金 29

税 引 前 当 期 純 利 益 1,095

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 52

法 人 税 等 調 整 額 △25

当 期 純 利 益 1,069

－ 35 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

（単位：百万円）

項　　目

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計資　本

準備金

その他
資　本
剰余金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金 利　益
剰余金
合　計

固 定 資 産
圧縮積立金

別　途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,376 953 38 991 594 98 1,553 622 2,867 △95 6,139

当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 △2 2 － －

別途積立金の積立 300 △300 － －

剰 余 金 の 配 当 △241 △241 △241

当 期 純 利 益 1,069 1,069 1,069

自 己 株 式 の 取 得 △1 △1

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － △2 300 530 827 △1 826

当 期 末 残 高 2,376 953 38 991 594 95 1,853 1,152 3,695 △96 6,965

項　　目
評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 207 0 360 567 6,706

当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 －

別途積立金の積立 －

剰 余 金 の 配 当 △241

当 期 純 利 益 1,069

自 己 株 式 の 取 得 △1

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

268 0 － 268 268

当 期 変 動 額 合 計 268 0 － 268 1,095

当 期 末 残 高 476 0 360 836 7,801

－ 36 －

株主資本等変動計算書
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　関係会社株式　　　　　　　　総平均法による原価法

②　その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は総平均法により算定）

時価のないもの　　　　　　　総平均法による原価法

③　デリバティブ　　　　　　　　時価法

④　たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品　　　　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　　　　　　　　　定率法

なお、賃貸住宅・賃貸冷蔵庫・社宅の一部及び平成10年

４月１日以降取得の建物（建物附属設備を除く）並びに

平成28年４月１日以降取得した建物附属設備及び構築物

については定額法

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上している。

②　投資損失引当金　　　　　　　投資に係る損失に備えるため、被投資会社の財政状態等

を勘案し、損失負担見込額を計上している。

③　賞与引当金　　　　　　　　　従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づ

き計上している。

④　退職給付引当金　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してい

る。

過去勤務費用については、その発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による定額

法により費用処理することとしている。

－ 37 －

個別注記表
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数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしている。

⑤　株式給付引当金　　　　　　　従業員に対する将来の当社株式の給付に充てるため、株

式給付規程に基づき、従業員に割り当てられたポイント

に応じた株式の給付見込額に基づき計上している。

(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

(5) 消費税等の会計処理　　　　　　税抜方式によっている。

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上

の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４

月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変

更している。

　なお、これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響は軽微

である。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28

年３月28日）を当事業年度から適用している。

２．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

投資有価証券 278百万円

建物 57

機械及び装置 6

土地 338

計 680

担保に係る債務

短期借入金 995百万円

長期借入金 529

計 1,524

－ 38 －

個別注記表
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(2) 有形固定資産の減価償却累計額 4,023百万円

(3) 保証債務 61百万円

(4) 関係会社に対する金銭債権、債務

短期金銭債権 2,200百万円

長期金銭債権 62百万円

短期金銭債務 610百万円

(5) 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価

に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日公布法律第24号）に基づき、事業

用土地の再評価を行い、再評価差額のうち税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」とし

て負債の部に計上し、再評価差額から税金相当額を控除した額を「土地再評価差額金」とし

て純資産の部に計上している。

①　再評価を行った日　　　　　　平成14年３月31日

②　再評価の方法　　　　　　　　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第４号に定める当該事業用土

地について「地価税法第16条に規定する地価税の課税価

格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税

庁長官が定めて公表した方法により算定した価額」に合

理的な調整を行って算定している。

③　再評価を行った土地の期末

    における時価と再評価後の

    帳簿価額との差額

　　　上記差額のうち賃貸等不

      動産にかかるもの

125百万円

167百万円

３．損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

(1) 売上高 1,747百万円

(2) 仕入高 2,813百万円

(3) 営業取引以外の取引高 808百万円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

　自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類
当 期 首
株 式 数 （ 株 ）

当 期 増 加
株 式 数 （ 株 ）

当 期 減 少
株 式 数 （ 株 ）

当 期 末
株 式 数 （ 株 ）

自 己 株 式

普 通 株 式 475,536 3,084 430,215 48,405

合 計 475,536 3,084 430,215 48,405

－ 39 －

個別注記表
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（注）１.自己株式の当連結会計年度末の株式数には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付

信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社

（信託Ｅ口）が所有する当社株式47,100株が含まれている。

２.普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものである。

３.平成28年６月28日開催の第68回定時株主総会の決議により、平成28年10月１日付で普通

株式10株につき１株の割合で株式併合及び単元株式数を1,000株から100株に変更を行

っている。これにより自己株式が430,215株減少している。

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額 161百万円

退職給付引当金損金算入限度超過額 427

投資損失引当金繰入否認 421

減損損失 65

賞与引当金損金算入限度超過額 15

投資有価証券評価損否認 118

ゴルフ会員権評価損否認 10

繰越欠損金 898

その他 24

繰延税金資産小計 2,144

評価性引当金 △1,985

繰延税金資産計 159

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △42

その他有価証券評価差額金 △181

その他 △159

繰延税金負債計 △383

繰延税金負債の純額 △223

再評価に係る繰延税金負債

土地 △298

－ 40 －

個別注記表
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６．関連当事者との取引に関する注記

子会社等

属性 会社等の名称
資本金又
は出資金
(百万円)

事 業 の
内 容
又は職業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科 目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社等

川越水産市場㈱ 50 水産物卸売業
所有
直接100.0

兼任1名 融資

資金の貸付 540 短期貸付金 500

利息の受取 3 未収入金 0

債務保証(注3) 0 － －

豊海東都水産冷蔵㈱ 50 冷蔵倉庫業
所有
直接100.0

兼任1名 融資
資金の貸付 180 短期貸付金 170

利息の受取 1 未収入金 0

東水フーズ㈱ 45
水産物製造加
工冷蔵倉庫業

所有
直接100.0

兼任3名 融資
資金の貸付

1,150 短期貸付金 1,170

－ 長期貸付金 62

利息の受取 8 未収入金 0

釧路東水冷凍㈱ 30
水産物製造加
工冷蔵倉庫業

所有
直接100.0

兼任2名 融資

資金の貸付 1,098 短期貸付金 185

利息の受取 1 未収入金 0

債務保証(注4) 61 － －

千 葉 魚 類 ㈱ 75 水産物卸売業
所有
直接100.0

兼任2名 融資

資金の借入 280 短期借入金 280

利息の支払 1 未払費用 0

AERO TRADING CO.,LTD.
千Ｃ＄

12
水産物製
造加工業

所有
直接100.0

兼任3名
水産物
の仕入

仕　　　入 1,265 買 掛 金 251

（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

①　水産物の仕入については、市場価格を勘案して決定している。

②　資金の貸付、借入については、市場金利を勘案して設定している。

３．川越水産市場㈱の仕入に対する債務保証である。

４．釧路東水冷凍㈱の銀行借入に対する債務保証である。
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７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,961円47銭

(2) １株当たり当期純利益 268円74銭
 

（注）１.平成28年６月28日開催の第68回定時株主総会の決議により、平成28年10月１日付で

普通株式10株につき１株の割合で株式併合及び単元株式数を1,000株から100株に

変更を行っている。当事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株

当たり純資産額、１株当たり当期純利益を算定している。

２.１株当たり純資産額の算定に用いられた当事業年度末の普通株式の数及び１株当

たり当期純利益の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数については、従業

員インセンティブ・プラン「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」制度の信託財産とし

て、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有している当社株式を控

除対象の自己株式に含めて算定している（当事業年度末47,100株）。

８．その他の注記

従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブ・プラン「株式給付信託（Ｊ-ＥＳ

ＯＰ）｣について、連結計算書類「連結注記表 ７.その他の注記」に同一の内容を記載して

いるので、注記を省略している。
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

平成29年５月９日

東 都 水 産 株 式 会 社
取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 野 隆 良 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小宮山　高　路 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東都水産株式

会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第69期事業年度の計算

書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに

ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ

の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統

制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監

査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書

に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査

計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
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　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監

査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断

により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示

のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の

有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す

る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附

属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ

の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第69期事業

年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意

思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以

下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な

決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の

状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役

及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社

から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社か

ら成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会

社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する

取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部

統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用

の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見

を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監

査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管

理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい

る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個

別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

平成2 9年 5月 1 7日

東 都 水 産 株 式 会 社　監査役会

常勤監査役 政　本　冨士男 
常勤監査役 吉 田 　  
社外監査役 小 竹 　 誠 
社外監査役 戸井川　岩　夫 

以　上
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株　主　メ　モ

事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

定 時 株 主 総 会 毎年６月下旬

株 主 名 簿 管 理 人 東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社

同 事 務 取 扱 場 所 東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

(お　問　合　せ　先)

証券会社に口座をお持ちの場合 お取引の証券会社にお問合わせください。

特 別 口 座 の 場 合 〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目８番４号

みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

電話 ０１２０－２８８－３２４（フリーダイヤル)

みずほ信託銀行株式会社　全国各支店

（トラストラウンジを除く）

みずほ証券株式会社　本店及び全国各支店、営業所

株 式 取 扱 手 数 料 単元未満株式買取手数料

株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定め

る金額

公 告 方 法 電子公告にて当社ホームページ

(http://www.tohsui.co.jp/)上に掲載いたします。

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公

告による公告をすることができない場合は、日本経済

新聞に掲載いたします。なお、当社の決算情報もホー

ムページにＩＲ情報として掲載しておりますので、併

せてご覧ください。

株主メモ




